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令和８年度 松江市立古江小いじめ防止基本方針 

 
はじめに 

 いじめは，児童の心身の健全な成長を阻害し，人格の形成に重大な影響を与えるとともに，将来に

わたっていじめを受けた児童を苦しめるばかりか，人間の尊厳を侵害し, 生命または身体に重大な危

険を生じらせるおそれのある絶対に許されない行為である。また，いじめは，いつでも，どこでも，

どの児童にも起こり得るものであり，どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性もは

らんでいる。こうした事実をふまえて，本校においても起こり得るとの認識をもって「いじめの未然

防止」「いじめの早期発見」「いじめへの早急な対処措置」について取り組まなければならない。 

 そのためには，「いじめ防止対策推進法」及び「島根県いじめ防止基本方針」「松江市いじめ防止基

本方針」等を踏まえ，常に保護者や地域，関係機関等との連携を図りつつ，学校全体で組織的にいじ

め防止及び早期発見に努めるとともに，児童がいじめを受けていると思われるときは迅速かつ適切に

対処し，さらにその再発防止に努めなければならない。また，常にいじめがなく安心して生活するこ

とができる学校の実現と維持のために，いじめ防止に係る取組を定期的に振り返り，改善を加えてい

くようにする。 

 

Ⅰ いじめ問題に対する基本的な考え方 

１．いじめの定義 

 

 

 

 

○起こった場所は学校の内外を問わない。 

○個々の行為が｢いじめ｣に当たるかどうかの判断は，表面的・ 形式的に行うことなく，いじめを

受けた児童の立場に立って行う。 

○なお，好意から行った行為が意図せずに相手側の子どもに心身の苦痛を感じさせてしまったよ

うな場合，軽い言葉等で相手を傷つけたが，すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良

好な関係を再び築くことができた場合等においては，「いじめ」という言葉を使わず指導する

等，柔軟な対応による対処も可能とする。ただし，これらの場合であっても，「いじめ防止対

策委員会」へ情報共有するものとする。 

 

２．いじめ問題の基本認識（教職員がもつべきいじめ問題についての基本的な認識）  

 

① いじめは，どの子どもにも，どの学級にも，どの学校にも起こり得るものである。 

② いじめは， 人権を著しく侵害し，尊厳を損なう，人間として絶対に許されない行為である。 

③ いじめは，発達期の子どもの心に甚大な影響を及ぼすものである。 

④ いじめは， 大人には気づきにくいところで行われることが多く，発見しにくいものである。 

⑤ いじめは，いじめられる側にも問題があるという見方は間違いである。 

⑥ いじめは，被害者だけでなく，観衆や傍観者も含めた所属集団の構造上の問題である。 

⑦ いじめは，様々な背景から，様々な場面で起こり得るもので，様々な態様がある。 

⑧ いじめは，その行為や態様により，暴行，恐喝，強要等犯罪行為として取り扱われる場合

もある。 

⑨ いじめは，教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑩ いじめは，学校，家庭，地域社会等すべての関係者がそれぞれの役割を果たし，防止や解

消に向けて一体となって取り組む問題である。 

 

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。（いじめ防止対策推進法 第２条） 
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３．教職員のいじめに対する基本姿勢（教職員としてなすべきこと） 

 

① いじめを見抜く感性を磨く。 

② 不安や悩みを受容する姿勢を持つ。 

③ 「自信」と「やる気」を引き出す授業に努める。 

④ 心の居場所づくりに努める。 

⑤ 一人一人の心の理解に努める。 

⑥ いじめは許さないという学級風土をつくる。 

⑦ 個性を認め合う学級経営に努める。 

⑧ いじめを受けた子どもを最後まで守り抜く。 

⑨ 教師間で連携・協力して問題解決にあたる。 

⑩ 子どもや保護者からの声に誠実に応える。 

 

 

Ⅱ いじめの防止等の対策に係る組織 

  いじめ防止等に組織的に対応するため，常時「いじめ防止対策委員会」を設置し，基本方針に基

づく取組の実施，進捗状況の確認，定期検証を行う。また，いじめの早期発見のための相談・通報

の窓口であることを，児童・保護者・地域へ周知し，認識されるようにする。 

（１） いじめ防止対策委員会 

① 役割 

【未然防止】 

・いじめが起きにくい，いじめを許さない環境づくり 

【早期発見・事案対処】 

・いじめの相談・通報の窓口 

・いじめに係る情報の収集・事実関係の把握・記録・共有 

・緊急会議の開催，いじめであるかの否かの判断 

・支援・指導の体制及び対応方針の決定，保護者との連携 

    【基本方針に基づく各種取組】 

・取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正 

・校内研修の企画・実施 

・学校いじめ防止基本方針の点検・見直し 

② 構成メンバー 

校長，教頭，生徒指導主任，養護教諭，当該学年担任，特別支援教育コーディネーター， 

教育相談コーディネーター，（スクールカウンセラー），学校運営協議会委員 

その他校長が必要と認めたもの 
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Ⅲ いじめの未然防止 

 

 

  ・すべての児童を対象とする 

◎いじめを起こさない環境づくり 

 

 

① 子どもたちのまなざしと信頼 

・子どものよきモデルとなり，慕われ，信頼される教職員 

・子どもの困った時に悩みを打ち明けられる関係 

② 心の通い合う教職員の協力協働体制 

・気軽に話ができる職場の雰囲気と，教職員の共通理解 

・子どもたちと向き合う時間を確保 

         ↓ 

有効に機能する校内組織，様々な問題へ対応できる体制を構築し，すべての児童が安   

全な生活空間・居場所としての学校づくり 

③ 「自尊感情」「自己存在感」「自己有用感」を高める学習活動や学級活動，学年・学校

行事 

・他者とかかわる機会の工夫，一人一人のよさや違いを認め合う仲間づくり 

④ 子どもたちの主体的な参加による活動 

・自発的・自治的な活動（児童会活動等）によるいじめの防止や解決法の提示 

      ・異学年交流，縦割り班活動の推進 

     ⑤ 情報モラル・セキュリティ教育の取組の推進 

      ・外部講師による保護者への啓発 

      ・学年に応じた情報モラル・セキュリティ教育の位置づけ 

◎いじめに向かわない児童の育成 

 

 

① 人権教育の充実 

② 道徳教育の充実 

③ 理解教育の充実 

・特別支援教育への理解を進める指導 

        ・特別な支援や配慮を要する児童へのいじめ防止 

④ 体験活動の充実 

⑤ 対話を重視した教育活動の充実 

 

 

 

     わかる喜び，学ぶ楽しさを実感させる 

 

 

 

     ①授業公開 

②学校，学年，学級だより，HP 等 

 

 互いに認め合い，支え合い，助け合う仲間づくり 

 命や人権を尊重し豊かな心を育てる 

 保護者や地域への働きかけ 

 

 

互いに認め合い，支え合い，助け合

う仲間づくり 

 予防に向けた取組（積極的な生徒指導） 

 児童の主体性に支えられた授業作り 
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Ⅳ いじめの早期発見 

 

担任外からの発見 

・保護者の訴え・地域からの情報 

・本人からの申し出 

・他児童からの情報 

 

担任による発見 

信頼関係の構築（小さなサインを見逃さず，いじめを見抜く力を高める。） 

・日々の観察…子どもがいるところに教職員がいることを目指す。 

      ○個人レベル…服装，顔色・元気さ，体の不調，一人での行動，

過度の笑顔等 

      ○学級レベル…悪口，冷やかし，陰口，無視，はやしたてる，

物がなくなる，集団から孤立，閉鎖的な小集団

等 

      ○学校レベル…他教員・養護教諭からの情報 

・集団を見る…学級内のグループと人間関係を把握。気になる言動があれば，

適切な指導と関係修復を行う。（集団の中で配慮を要する子ど

もに気付く。） 

・コメントのやり取り…日記，連絡帳等の活用により，子どもや保護者と良

い関係を築く。気になる情報には迅速に対応。 

 

・気軽に相談…日常の生活の中での声がけ等日頃から気軽に相談できる環境

をつくる。（人権感覚を磨き，子どもたちの言葉をきちんと受

け止める。また，共感的に子どもたちの気持ちや行動・価値

観を理解しようとする。） 

 

定期的な調査 

・アンケート Q-U       

・「いじめ問題への学校の取組振り返りシート」 

 

相談しやすい環境づくり（相談窓口の周知） 

・いじめを訴えやすい体制を整備する。 

○校内…教育相談（年 2回） 

    学級懇談，面談，電話連絡（随時）等による保護者からの情報収集 

    家庭訪問（必要に応じて），個人懇談（４・７・１２月） 

    教育相談ポスト（随時） 

    手紙相談（年１回） 

    スクールカウンセラーによる相談（随時）    等 

○外部…市教委による相談 

    関係機関による相談 

こどもの人権 SOSミニレターの設置       等 

 

 

 

 

 

 

 

 

い 

じ 

め 

の 

早 

期 

発 

見 

全教職員での情報共有 

・職員終礼での児童に関する情報の連絡 

・職員会議での「子どもを語る会」 
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Ⅴ いじめの初期対応 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

①  

 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見（把握）・児童・保護者等からの相談 

いじめ防止対策委員会に，情報を報告する 

いじめ防止対策委員会の指示を受け，事実確認をする 

□担任が全員と面談 □複数で分担して個別面談 

全職員でいじめの事実を共通理解する 

 
 
 
 
 
 
 
 

対 
 
 

応
（
状
況
確
認
・
事
実
確
認
） 

  

発 

見 

1 対１の比較的軽度な言葉によるからかい，無視等（偶発・単発・一時的・継続していない場合） 

数名の軽度な言葉によるいじめ，仲間外れ，無視 

数名の軽度な言葉によるいじめ，仲間外れ，無視 

が継続 蹴る，叩く，足をかける，物かくし等，精神的苦痛を伴う実害がある 

長期間の集団無視，強要，ぬれぎぬ，服を脱がせる等重度の実害発生。いじめによる不登校， 

転校を保護者本人が検討 

万引き強要・怪我を伴う暴力・恐喝・窃盗・性的悪戯・PTSD 

■面談の基本スタンス 

「傾聴」「共感的理解」「適応へのサポート」 

■被害児童への基本スタンス 

・先入観をもたずに聞き，勝手に解釈や批判はしない 

・性急に聞き出そうとせず，発言をじっくり待つ 

・保健室や相談室等危機を回避できる時間・場所を提供する 

・話はその子との関係が良好な教師や SC,SSWが対応する方が望ましい 

■把握したい事実関係 

①いつ頃からか，②誰がどんな行為をしたか，③そのときどう感じたか，④今ど

う思っているか，⑤周りの子どもたちの様子はどうか 

 ※事実関係の把握のみに固執し事情聴取にならないよう配慮 

■加害児童への基本スタンス 

・いじめの行為やその時の気持ちを受容的に聴く（理詰めで追い詰めることは避

ける） 

・気持ちを十分聴く中で自らの行為の不当性に気づかせよい方向に導く 

 

速やかに対応！ 

被害児童の安全確保 

好意から行った行為が意図せず相手側の子どもに心身の苦痛を感じさせる 

軽い言葉で相手を傷つけたが，すぐに加害者が謝罪し良好な関係を再び築く 

○被害児童の安全確保と支援。 

○加害児童への確認と指導。 

些細なトラブルは即指導 

○その日のうちに保護者への

連絡を行う。 
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ネットいじめの情報をキャッチ 

学 校 

Ⅵ ネット上のいじめへの対応 

                                                                    

 

【方針】  次のような事案の発生が確認された場合，速やかに下記の手順に従って対応する。 

       ● SNS への誹謗・中傷の書き込み 

        ● SNS への個人情報の無断掲載 

       ● 特定の児童になりすましてインターネット上で活動を行う 

       ● インターネット上で特定の児童に対して誹謗・中傷を行う 

       ● 他の人になりすましてインターネット上で誹謗・中傷を行う 等 

 

【対応手順】 

 

            児童     保護者     地域  

 

 

  

 

 

 

警 察                               市教育委員会  

 

 

対応チ－ムの招集（役割分担対応方針） 

校長，教頭，生徒指導主任， 

その他いじめ防止対策委員会が必要と認めたもの 

 

 

対応チ－ムによる事実確認 

 

 

加害児童への指導        被害児童へのケア       拡散状況の把握と削除 

加害児童の保護者との連携   被害児童の保護者への報告     管理者への削除依頼 

（保護者を交えて指導する）  （家庭訪問を原則とする）    プロバイダ－への削除依頼 

 

 

 

 全体への指導 

      （学級指導・学年集会・全校集会等）               島根県警 

                              

サイバ－犯罪対策課へ相談 

                                《警察相談電話》 

                              ０８５２－３１－９１１０ 

保護者との連携                         又は ＃９１１０ 

（保護者への文書配布・ＰＴＡ役員への連絡等） 

 

 

相談 報告 いじめ防止対策委員会 
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・警察署 

・児童相談所 

・支援センター 

・福祉関係 

・医療機関等 

マスコミ対応 

◆調査方針，方法等の決定 

 ◇目的・優先順位・担当者・期日等 

 

 

◆指導方針の決定・指導体制の確立 

 ◇目的・優先順位・担当者・期日等 

   ・特定（被害児童・保護者，加害児童・保護者） 

   ・一部（観衆，傍観者） 

   ・全体（全校，学年，学級） 

 

 

 

 

◆事態収束の判断 

 ◇いじめに係る行為が止んでおり，被害児童が心身の苦痛を感

じていない状態。（少なくとも３か月が目安） 

  

通報 

指導・支援・確認 報告・確認 

Ⅶ 重大ないじめ事案への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお，児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった時は，その時点

で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても，重大事

態が発生したものとし報告・調査にあたる。「いじめ重大事態のガイドライン」に沿って対応する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ発見 

警 察 

県 教 委 

※情報共有 

職員会議 

保護者 

関係機関 

相談 

支援 

事案により 

複数で対応 

日常の指導・体制の充実  

いじめ防止対策委員会 

市 長 

《重大事態》（いじめ防止対策推進法 第２８条１項） 

（１）いじめにより当該学校に在籍する子どもの生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき。 

・子どもが自死を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合     等 

（２）いじめにより当該学校に在籍する子どもが「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認めるとき。 

「相当の期間」については，年間３０日を目安とするが，児童が一定期間，連続して欠席する

ような場合は目安にかかわらず，適切に判断する。 

松江市教育委員会 
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報告 

指示 

Ⅷ いじめ問題への組織的対応     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ いじめ情報キャッチ 

いじめ発見者 

・本人の訴え 

・サインの発見 

・他の児童からの情報 

・保護者からの報告 

正確な実態把握 

２ 報 告 

担 任 

３ 事実関係の把握 

情報収集 

 

緊急対応チームの招集 

（関係教職員） 

いじめ認知 

保護者への連絡 

市教委との連携 

全職員（共通理解・一致協力体制の確立） 

いじめ対応チーム編成 

校長，教頭，生徒指導主任， 

その他いじめ防止対策委員会が必要と認めたもの 

事実関係・児童

の思いの把握 

対応方針・指導体制の決定

と組織的な対応 

聞き取り 

観察等 

指導・支援 

いじめられた児童の保護者 いじめた児童の保護者 

４ チームによる 

支援・指導 

 

緊急保護者会の開催 PTA 役員との連携 

地域との連携 警察等関係機関との連携 

市教委 
報告 

いじめの定義 

５ 継続的な指導 

予防 

SC，SSWとの連携 

いじめ防止対策委員会 

     役割分担 

解 消 いじめに係る行為が止んでおり，被害児童が心身の

苦痛を感じていない状態（少なくとも３か月が目安） 

 

 

学校全体の問題として対応 
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Ⅸ 年間計画 

月 主な内容 月 主な内容 

４ ・個人面談 

・児童に関する情報共有 

（職員会議・全教職員） 

・学校いじめ防止基本方針に関する説明

と共通理解(職員会議・生徒指導主任) 

・児童理解と情報交換① 

   (生徒指導職員会議・全教職員) 

10 ・教育相談の実施② 

・アンケートＱＵ② 

５ 11 ・人権教育教職員研修② 

   (職員会議・人権教育主任) 

６ ・SSW研修（生徒指導職員会議・全教職員） 

・教育相談の実施① 

・アンケートＱＵ① 

12 ・人権月間の振り返り（人権集会） 

・個人面談 

７ ・個人面談 

・学校教育に関するアンケート 

（学校評価） 

・「いじめ問題への対応」研修 

（生徒指導職員会議・全教職員） 

・人権教育教職員研修① 

  (職員会議・人権教育主任) 

・ＱＵ分析による児童理解と情報交換②

（生徒指導職員会議・全教職員） 

・「いじめ防止基本方針」の点検・見直し 

１ ・ＱＵ分析による児童理解と情報交換③ 

  (生徒指導職員会議・全教職員) 

・学校教育に関するアンケート 

（学校評価） 

・教育相談の実施③ 

８ ２ ・いじめ防止対策外部委員会 

（学校関係者評価委員会） 

・「いじめ防止基本方針」の評価・見直

し 

９ ・人権月間の取組（人権標語） 

・授業公開（人権に関する学習） 

３ ・今年度実施したことをもとに，指導計

画等のふり返り・見直しを行う。 

【留意点】※突発的事案が発生した場合は，迅速な対応と早期解決を目指し，必要に応

じていじめ防止対策委員会を招集する。 


